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5.2 FRT 計算例 

顧客からの問題報告は、供給者（訳注：組織）が問題を処置又は軽減する活動を起こすことが期待される。（用語解説の問

題報告の定義参照） 問題処置は、5.2.4 d) 1) の規則で決められている期間内に実施される。 

FRTは顧客から報告された問題と問題処置を行う供給者の対応性のみを扱うので、FRTの測定値は規準化されず、定刻に

処置された比率として報告される。組織は、特定の月に、処置するべき問題がないかも知れない。この場合には、処置した

問題の数及び処置すべき問題の数共に０件と報告され、FRTは100％という結果になる。 

 

 

 

5.2.1-製品分類コード1～6及び9に適用するFRT 

製品分類コード1～6及び9における問題報告は、重大性に従って分類されるので、FRTもまた、重大性に基づいて報告され

る。致命的な問題報告は、直ちに、かつ完結するまで継続的に取り組まれなければならないものである。致命的な問題報告

に対する問題処置は日程を決めて行うことが出来ないので、致命的な問題報告に対するFRTの測定は存在しない。これら

の製品分類におけるFRTは重大及び軽微の問題報告のみに適用する。 

1) 一つのTL 9000の登録（訳注：これをも“認証”と訳すのはおかしいので“登録”とする）における一つの製品分類の１ヶ

月のデータを考えてみよう。月内に完結すべき重大な問題報告が5件あり、5件共定刻に完結した。軽微な問題報告は

25件あり、そのうち20件が定刻に完結した。 

2) 報告データを表5.2.1-1に示す。 

表5.2.1-1製品分類コード1～6及び9に適用するFRT報告データ表 

 

識別子 値 

MeasurementID FRT 

Fr2c 5 

Fr2d 5 

Fr3c 20 

Fr3d 25 

 

3) 測定値の計算結果を表5.2.1-2に示す。 

表5.2.1-2 製品分類コード1～6及び9に適用するFRT元データ及び測定値計算 

 

定刻に完結した問題処置数 重大性 完結予定問題処置数 
FRT測定結果 

定刻に完結した問題報告 

Fr2c = 5 重大 Fr2d = 5 FRT2 = 100% 

Fr3c = 20 軽微 Fr3d = 25 FRT3 = 80% 

 

NPR3の計算： NPR3 = 100 x 20 / 25 = 80% 
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 5.2.2-製品分類コード７及び８に適用するFRT 

製品分類コード7及び8における問題報告には重大性に基づいた分類はない。すべての問題報告は一律に重み付けされ

る。 

1) 特定のインストールサービスを供給する組織の１ヶ月のデータを考えて見よう。その月内に完結すべき問題報告が20

件あり、そのうち16件が定刻に完結した。 

2) 報告データを表5.2.2-1に示す。 

表5.2.2-1 製品分類コード7及び8に適用するFRT報告データ表 

識別子 値 

製品分類 7.1 

MeasurementID FRT 

Fr4c 16 

Fr4d 20 

 

3) 測定値の計算結果を表5.2.2-2に示す。（訳注：原文ではTable 5.2.2-1となっていたが、5.2.2-2の誤りと思われる。） 

表5.2.2-2 製品分類コード7及び8に適用するFRT元データ及び測定値 

 

定刻に完結した問題処置数 予定問題処置 
FRT測定結果 

定刻に完結した問題報告 

Fr4c = 16 Fr4d =20 FRT4 = 80% 

 

 

5.2.3-顧客による遅延の影響 

計数ルール5.2.4 b) 7)によれば、遅延が完結期日全体から除外され、処置日が調整されることが出来る状況が存在する。

例えば、問題を処置するためにサイトに入るのを一定期間断られたならば、立ち入りを断られた期間は除外することが出来

る。3月1日に重大な問題報告を受けたとし、顧客との間にSLAがないならば、この場合は、5.2.4d) 1)に従い、この重大な問

題処置の完結予定期日は3月31日になる。3月10日に、その供給者が問題処置するために顧客のサイトに入る必要がある

と決定したが、3月12日に、顧客が4月までサイトに入ることが出来ないと通告した。以上のことをまとめると表5.2.3-1のよう

になる。 

 
 
 

表5.2.3-1 顧客による遅延の影響 

 

事象 発生日付 問題完結期日 

重大問題報告の受領 3月 1日 3月 3１日 

サイトへの立ち入りが必要になった 3月 10日 3月 3１日 

顧客が4月 1日まで立ち入り不可と通告 3月 12日 期日保留 

サイトに立ち入り可能 4月 1日 4月 18日 

 

供給者は、サイトへの立ち入りが断られている期間を除外することが出来る。（3月12日から31日まで） 
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 これは、問題報告の完結期日を3月31日から4月18日まで引き延ばす効果がある。もし4月18日又はそれ以前に問題を処

置すれば、問題は期日に処置されたことになる。従って、問題報告は計数ルール5.2.4 b) 4)に基づいて、4月分のデータとし

て報告される。 

 

5.2 4-問題処置延期による影響 

もし顧客が同意すれば、処置の実施を次のソフトウェアのリリースまで待つというような、実施の延期をすることもあり得る。

このような場合、計数ルール5.2.4 b) 9)により、問題処置が特定されてから、実施されるまでの期間は、問題処置対応期間

全体から除外することが出来る。例えば、6月1日に重大な問題の報告を受け、期日が7月1日とする。供給者は、6月20日

に処置出来るが、顧客は次の主要なソフトウェアリリースまで延期することを望み、それは12月15日だとする。これをまとめ

ると表5.2.4-1のようになる。 

 

表 5.2.4-1 問題処置延期による影響 

 

事象 発生日付 問題完結期日 

重大問題報告の受領 6月１日 7月１日 

問題処置がリリース 3.1迄延期 6月 20日 リリース 3.1 引渡し日 

リリース 3.1 引渡し 12月１5日 12月１5日 

 

問題完結期日は、12月になり、12月のFRTデータ提出時に報告される。それ以前の7月から11月の間の期日設定や報告

は考慮されない。もしリリース3.1がその問題報告に対する処置と作業を含んでいるならば、問題報告は定刻と計数される。

もしリリース3.1がその問題を処置していないならば、問題報告は定刻に報告されなければならないが、7月に処置されたこ

とにはならない。このことは、7月のデータの再提出を求めることになる。更に、これはもはや期日超過となり、計数ルール

5.3.4 b) 3)に従い、7月から12月までのすべての月中に期日超過として報告され、処置されるまで続く。これは又、8月から

11月までのデータの再提出が求められる。 

 

5.2.5-不完全な問題処置による影響 

問題処置は、SLAで要求された期間内に施された。しかし、それ以後の時点で、顧客が、その処置が有効でない又は使用

できない、又はその処置のインストールに起因する望ましくない副次的影響の発生のため、不完全な処置として拒絶したな

らば、このケースでは、計数ルール5.2.4 b) 3)により、その問題報告は未解決と再区分されなければならない。その間のす

べての期間は、あたかも問題処置が施されなかったかの如く、定刻問題完結の判定に含まれなければならない。例えば、

重大問題が6月1日に報告され、完結予定日を6月3日としよう。供給者がその問題を6月2日に処置したが、後になって、顧

客が8月15日にその問題処置を拒絶した。この状況は、表5.2.5-1にまとめられる。 

 

 

表 5.2.5-1 不完全な問題処置による影響 

事象 発生日付 問題完結期日 

重大問題報告の受領 6月１日 6月 3日 

供給者が問題処置を提供 6月 2日 6月 3日 

顧客が問題報告を拒絶した 8月１5日 6月 3日 
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問題は6月に完結予定なので、6月のFRTデータ提出で報告された。8月15日に、顧客は問題が完全に処置されていないの

に気づき、問題処置を拒絶したので、6月が期日であるが、処置されていないと報告しなければならない。このことは、6月の

データの再提出を必要とする。更にこれは期日超過となり、計数ルール 5.3.4 b) 2) により、6月から8月までの全ての月、

及び処置されるまで、期日超過として報告しなければならない。これはまた、6月から8月までのOFRデータの再提出を必要

とする。 

 

 

5.2.6-FRT 計数の補助 

計数ルール 5.2.4 b) 4) によれば、FRTについては、問題報告はそれらが処理されるべき月にだけ、唯一計数し、解決

された月や完結した月では計数しない。 

 

下の表は、与えられた月(例では7月)における適時性を、可能性のある様々な状況によって、FRTの計数に関して、問題

報告を計数するか否かを決める、出来合いの早見表を提供している。 

 

 

表 5.2.6.1-FRT計数総括表 

問題報告の状況 例 
当月 (7月 )に計数す

べきか？  

当月が期限で、その月より前に完結(早い問題

処置) 
6月に完結、期限は7月のみ。 はい 

当月に完結、期限は後の月(早い問題処置) 7月に完結,期限は8月のみ。 いいえ 

当月が期限でその月に定刻に完結(適時の完

結) 

7月20日が期限で7月20日に完

結。 
はい 

当月に完結したが期限は前月（問題処置の遅

れ） 
6月が期限で、7月に完結。 いいえ 

当月が期限でその月に完結したが、期日より

遅れた（問題処置の遅れ） 

7月18日が期限で7月20日に完

結。 
はい 

当月が期限だが未完結 7月20日が期限で未完結。 はい 
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 5.2.7 致命的な問題に対する暫定処置で充分（な場合） 

 

FRTは、ルール5.2.4 d) 1) で決まられた時間枠内で、重大、軽微又はサービスの問題報告に対し処置する組織（訳注:原

文は供給者）の能力を測定する。 

場合によっては、顧客は、単一又は一組の問題報告について全く処置をしなくともよいと決めることもあり得る。例えば、顧

客が致命的な問題報告の暫定処置で充分で、引き続く恒久的な処置を提供する必要はないと決定することもある。もしこの

ようなことが、引き続く重大／軽微問題報告の期日の前に合意に達しているならば、関連する重大／軽微問題報告はFRT

の統計に含まれないであろう。 

 

5.2.8 文書化された顧客とのサービスレベルアグリーメント（SLA）が軽微な問題の処置を要求しない（場合） 

 

組織（訳注：原文は供給者）が顧客との SLAに、顧客からのどんな軽微な問題報告に対しても処置を施すことを顧客が要求

しないと明記しているような場合がある。このような場合には、顧客はその問題を組織の問題追跡システムに入力すること

は望んでいるが、目標の期日は期限なしと設定される。計数ルール 5.2.4 b) 9)によれば、そのような問題報告は、延期さ

れたとみなされる。この延期の期間は無期限である故、この軽微な問題報告は、期日が来ることがなくそれ故 FRTに報告さ

れることはない。重要な注意事項は、SLA には顧客が軽微問題報告を求めているが、目標の期日を設定しないならば、ル

ール 5.2.4 d) 1)により、目標の期日は既定の 180日であることである。 
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